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１．趣旨 

公共交通機関においては、公共交通事業者等が、旅客施設又は車両等を新設・導入等す

る場合の適合義務を定めた「公共交通移動等円滑化基準」（以下「交通バリアフリー基準」

という。）及び、バリアフリー整備のあり方を示した「公共交通機関の旅客施設・車両等に

関する移動等円滑化整備ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）等に基づき整備

することによって、全体のバリアフリー化が進捗してきたところである。 

交通バリアフリー基準及びガイドラインは、社会情勢の変化や技術向上等に合わせ、内

容を見直し、必要に応じて改訂を行ってきたところであるが、令和６年度においては、以

下の事項について検討等を行う必要がある。 

 

① 駅等における旅客用通路上の踏切（構内踏切）内の誘導表示の設置に関する検討につ

いて 

令和４年４月、奈良県大和郡山市で発生した踏切事故を受けて、踏切道における視覚

障害者誘導対策について検討するため、「踏切道等における視覚障害者誘導対策 WG」が

設置され、「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」が令和６年１月に改定されたと

ころである。 

「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の改定を受け、駅等における旅客用通

路上の踏切（構内踏切）内の誘導表示の設置方法等についても、令和５年度に引き続き

検討を行う。 

  

② ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準１新設に伴うガイドライン改訂につい

て 

国土交通省では、ユニバーサルデザインタクシーの普及等を図ることを目的として、

「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領（以下「認定要領」という。）」を制

定しているが、地方部のタクシーのバリアフリー化を促進するため、令和６年４月１日

に認定要領を改正し、現在設定されている「認定レベル１」の下に、スロープの耐荷重

や乗降口、車椅子スペース等の基準を緩和した「認定レベル準１」を新たに新設したと

ころである。 

そのため、当該改正を踏まえ、ユニバーサルデザインタクシーに関係するガイドライ

ン改訂について検討を行う。 

 

③ 鉄道駅等の旅客施設における視覚障害者誘導用ブロックの切欠き設置に関する検討

について 

視覚障害者誘導用ブロック（以下「ブロック」という。）は、視覚障害者にとっては、

安全かつ円滑に移動等をするために必要不可欠な設備である一方、車椅子使用者にとっ

ては、ブロックを乗り越える際の振動が身体的負担となっているとの当事者からの意見

を踏まえ、視覚障害者及び車椅子使用者双方にとって移動に支障のないブロックの切欠

き設置のあり方について検証する必要があり、令和５年度に実証試験を実施し、今後の

検討深度化のための課題等を把握したところである。 

そのため、切欠き設置の課題等について令和５年度に引き続き検討を行う。 

資料１ 



 

 

④ 当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題の最終とりまとめを踏まえたガイドラ

イン見直しの検討について 

国土交通省では、鉄道駅を題材として、当事者の声からニーズを整理するとともに、

実態調査等を通して事業者目線でガイドラインの充足度や対応の困難度を整理し、令

和６年３月に開催した「第 11 回移動等円滑化評価会議」において、「当事者目線に立

ったバリアフリー環境の課題等に関する最終とりまとめ」をまとめたところである。 

この中で、「ウェブサイトにおける情報提供」及び「案内設備（バリアフリールート

の把握のしやすさ、経路誘導に関するサインシステム等、音声案内等のわかりやすさ）」

については、令和６年度より、公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会等

において、具体的な検討に着手することとなったことから、最終とりまとめで示され

た対応の方向性を基に、過去の検討結果や検討会でのご意見等を踏まえながら、ガイ

ドライン見直しのための具体的な検討を行う。 

 

２．検討会の設置 

公共交通機関等の移動等円滑化に向けて、交通バリアフリー基準及びガイドラインへの

反映に必要な事項等を検討するため、「公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討

会」を設置する。検討事項等は次のとおり。 

 

（１）検討事項（予定） 

① 駅等における旅客用通路上の踏切（構内踏切）内の誘導表示の設置に関する検討に 

ついて 

② ユニバーサルデザインタクシー認定レベル準１新設に伴うガイドライン改訂につ 

いて 

③ 鉄道駅等の旅客施設における視覚障害者誘導用ブロックの切欠き設置に関する検

討について 

④ 当事者目線に立ったバリアフリー環境の課題の最終とりまとめを踏まえたガイド

ライン見直しの検討について 

 

（２）検討方法、スケジュール 

    検討会を次のとおり開催し、ガイドライン改訂案等について検討を行う。 

・第１回検討会 令和６年７月１０日（水） 

・第２回検討会 令和６年度中（時期未定） 

 

 

３．構成員等 

検討会は、学識経験者、障害者団体、交通事業者団体等、行政機関等の実務者により構

成する。 

検討会の事務については、国土交通省総合政策局バリアフリー政策課、社会システム株

式会社において処理する。 


